[bookmark: _Hlk121132893](令和5年12月改訂)
様式  ２	No.




化学物質等引き継ぎ確認書

令和	年	月	日





□ 有 □ 無

化学物質等の引き継ぎの有無

※引き継ぐ化学物質等がある場合は以下について記載してください


引き渡し教職員所 属 ：

職 名 ：


氏 名 ：


内 線 ：



[bookmark: _Hlk154049914]引き継ぐ化学物質等は, 以下のとおりです。（引き継ぎ事由：□退職 □学内異動 □その他（	））
	事項
	項目
	設備・資格等
	備考

	



化学物質
（放射性物質等を除く）
	

· 有




· 無
	特定毒物
	□ 有
	要
	

	
	
	毒物・劇物
	□ 有
	
	

	
	
	毒薬・劇薬・指定薬物
	□ 有
	
	

	
	
	麻薬
	□ 有
	要
	

	
	
	向精神薬
	□ 有
	要
	

	
	
	覚醒剤・覚醒剤原料
	□ 有
	要
	

	
	
	製造禁止物質
	□ 有
	要
	

	
	
	特定物質
	□ 有
	要
	

	
	
	農薬（使用禁止農薬・販売禁止農薬・その他）
	□ 有
	
	

	
	
	上記以外の化学物質
	□ 有
	
	

	
高圧ガス等
	· 有

· 無
	毒性ガス
	□ 有
	要
	

	
	
	特殊高圧ガス
	□ 有
	要
	

	
	
	上記以外の高圧ガス
	□ 有
	
	

	


放射性物質等
	
· 有


· 無
	表示付認証機器
	□ 有
	要
	

	
	
	放射線発生装置
	□ 有
	要
	

	
	
	放射性同位元素（密封・非密封）
	□ 有
	要
	

	
	
	放射化物
	□ 有
	要
	

	
	
	核燃料物質・核原料物質
	□ 有
	要
	

	
	
	エックス線装置
	□ 有
	要
	

	
	
	上記以外の放射性物質等
	□ 有
	要
	

	
（微）生物・動物等
	· 有

· 無
	遺伝子組換え生物等
	□ 有
	要
	

	
	
	病原体等・特定病原体等
	□ 有
	要
	

	
	
	実験動物
	□ 有
	要
	

	特殊機器等
	· 有
· 無
	レーザー（4,3B,3R,2M,1M）
	□ 有
	
	

	
	
	労働安全衛生法届出設備等
	□ 有
	要
	

	その他
	· 有
· 無
	実験系廃棄物、不明試薬
	□ 無
	
	

	
	
	法定資格等
	□ 有
	
	


注）引き継ぎ事項の状況を記載した資料（化学物質等のリスト等）を添付すること。各事項・項目は、診療に係るものを除く。
申し送り事項

①以上の引き継ぎ化学物質等及び申送り事項について, 現品と照合し, 相違ないことを確認しました。
②引き受け教職員が以上の化学物質等を所有または使用するために必要な設備・資格等を有することを確認しました。
令和	年	月	日
①引き受け教職員
所 属 ：

職 名 ：
氏 名 ：

内 線 ：
②環境安全管理室確認者
氏 名 ： 



別  表	(令和5年12月改訂)
化学物質等の根拠法令等一覧
	事項
	項目
	根 拠 法 令 及 び 注 意 事 項 等

	










化学物質
（放射性物質等を除く）
	
特定毒物・毒物・劇物
	毒物及び劇物取締法、東京大学化学物質管理規程、毒物・劇物の保管及び管理等について
特定毒物の所持・使用には許可が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。

	
	毒薬・劇薬・指定薬物
	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、東京大学化学物質管理規程
診療にかかわるもの以外はUTCIMSへの登録を行うこと。

	
	
麻薬
	麻薬及び向精神薬取締法、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。所持・使用には免許が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。東京大学麻薬取扱いの手引を参照。

	
	
向精神薬
	麻薬及び向精神薬取締法、東京大学化学物質管理規程
向精神薬試験研究施設の許可登録が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。東京大学向精神薬取扱いの手引を参照。

	
	覚醒剤・覚醒剤原料
	覚醒剤取締法、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。所持・使用には免許が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。

	
	
製造禁止物質
	労働安全衛生法 第55条、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。使用には許可が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。環境安全指針を参照。

	
	
特定物質
	化学兵器の禁止及び特定物質の規制等の関する法律、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。
所持・使用には許可が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。

	
	
農薬（使用禁止農薬・販売禁止農薬・その他）
	農薬取締法、農薬の販売の禁止を定める省令、東京大学化学物質管理規程
使用禁止農薬・販売禁止農薬の農作物の栽培への使用及び譲渡は原則禁止。適切に処分すること。特定毒物・毒物・劇物に該当する場合があるので注意。UTCIMSへの登録を行うこと。

	

高圧ガス等
	

毒性ガス・特殊高圧ガス
	高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、東京大学化学物質管理規程、東京大学高圧ガス管理規程、東京大学高圧ガス自主管理基準
キャビネット、ガス検知器等の設置の確認が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。(柏キャンパスの場合は、低温液化室へ報告の上、柏キャンパス高圧ガスボンベ管理システムで管理すること。）

	



放射性物質等
	表示付認証機器
	
放射性同位元素等の規制に関する法律
引き継ぐ場合は部局担当者に相談すること。

	
	放射線発生装置
	

	
	放射性同位元素
（密封、非密封）
	

	
	放射化物
	

	
	核燃料物質・核原料物質
	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律引き継ぐ場合は部局担当者に相談すること。

	
	エックス線装置
	電離放射線障害予防規則で規制されるもの。引き継ぐ場合は部局担当者に相談すること。

	





（微）生物・動物等
	

遺伝子組換え生物等
	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）、東京大学遺伝子組換え生物等の使用等実施規則
使用の際に、部局長の承認（必要に応じて大臣確認も）が必要。

	
	
病原体等・特定病原体等
	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（感染症法）、東京大学感染症発生予防規程、東京大学研究用微生物安全管理規則
所持（感染・内在している生物試料等も含む）の際に部局長への届出または承認、必要に応じて大臣の許可または届出が必要。

	
	
実験動物
	研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針、東京大学動物実験実施規則
飼養・保管及び実験の際に、部局長の承認が必要。

	
設備・特殊機器等
	レーザー
（4,3B,3R,2M,1M）
	レーザ製品の安全基準（JIS C 6802）

	
	労働安全衛生法届出設備等
	労働安全衛生法局所排気装置等



[bookmark: 持ち込み(新)](令和5年12月改訂)
様式  ２	No.




化学物質等持ち込み確認書

令和	年	月	日





□ 有 □ 無

化学物質等の持ち込みの有無

※持ち込む化学物質等がある場合は以下について記載してください


持ち込む化学物質等は、以下のとおりです。

持ち込み教職員所 属 ：

職 名 ：


氏 名 ：


内 線 ：



	事項
	項目
	設備・
資格等
	備考

	


化学物質
（放射性物質等を除く）
	

· 有




· 無
	特定毒物
	□ 有
	要
	

	
	
	毒物・劇物
	□ 有
	
	

	
	
	毒薬・劇薬・指定薬物
	□ 有
	
	

	
	
	麻薬
	□ 有
	要
	

	
	
	向精神薬
	□ 有
	要
	

	
	
	覚醒剤・覚醒剤原料
	□ 有
	要
	

	
	
	製造禁止物質
	□ 有
	要
	

	
	
	特定物質
	□ 有
	要
	

	
	
	農薬（使用禁止農薬・販売禁止農薬・その他）
	□ 有
	
	

	
	
	上記以外の化学物質
	□ 有
	
	

	
高圧ガス等
	· 有

· 無
	毒性ガス
	□ 有
	要
	

	
	
	特殊高圧ガス
	□ 有
	要
	

	
	
	上記以外の高圧ガス
	□ 有
	
	

	

放射性物質等
	
· 有


· 無
	表示付認証機器
	□ 有
	要
	

	
	
	放射線発生装置
	□ 有
	要
	

	
	
	放射性同位元素（密封・非密封）
	□ 有
	要
	

	
	
	放射化物
	□ 有
	要
	

	
	
	核燃料物質・核原料物質
	□ 有
	要
	

	
	
	エックス線装置
	□ 有
	要
	

	
	
	上記以外の放射性物質等
	□ 有
	要
	

	
（微）生物・動物等
	· 有

· 無
	遺伝子組換え生物等
	□ 有
	要
	

	
	
	病原体等・特定病原体等
	□ 有
	要
	

	
	
	実験動物
	□ 有
	要
	

	特殊機器等
	· 有
· 無
	レーザー（4,3B,3R,2M,1M）
	□ 有
	
	

	
	
	労働安全衛生法届出設備等
	□ 有
	要
	

	その他
	· 有
· 無
	実験系廃棄物、不明試薬
	□ 無
	
	

	
	
	法定資格等
	□ 有
	
	


注）持ち込み事項の状況を記載した資料（化学物質等のリスト等）を添付すること。各事項・項目は、診療に係るものを除く。

①以上の持ち込み化学物質等について, 現品と照合し, 相違ないことを確認しました。
②化学物質等を管理する受け入れ研究室または教職員が、以上の化学物質等を所有または使用するために必要な設備・資格等を有することを確認しました。
令和	年	月	日
①受け入れ研究室等の教職員
所 属 ：

職 名 ：
氏 名 ：

内 線 ：
②環境安全管理室確認者
氏 名 ：


別  表	(令和5年12月改訂)
化学物質等の根拠法令等一覧
	事項
	項目
	根 拠 法 令 及 び 注 意 事 項 等

	










化学物質
（放射性物質等を除く）
	
特定毒物・毒物・劇物
	毒物及び劇物取締法、東京大学化学物質管理規程、毒物・劇物の保管及び管理等について
特定毒物の所持・使用には許可が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。

	
	毒薬・劇薬・指定薬物
	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、東京大学化学物質管理規程
診療にかかわるもの以外はUTCIMSへの登録を行うこと。

	
	
麻薬
	麻薬及び向精神薬取締法、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。所持・使用には免許が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。東京大学麻薬取扱いの手引を参照。

	
	
向精神薬
	麻薬及び向精神薬取締法、東京大学化学物質管理規程
向精神薬試験研究施設の許可登録が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。東京大学向精神薬取扱いの手引を参照。

	
	覚醒剤・覚醒剤原料
	覚醒剤取締法、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。所持・使用には免許が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。

	
	
製造禁止物質
	労働安全衛生法 第55条、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。使用には許可が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。環境安全指針を参照。

	
	
特定物質
	化学兵器の禁止及び特定物質の規制等の関する法律、東京大学化学物質管理規程
譲渡は原則不可。
所持・使用には許可が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。

	
	
農薬（使用禁止農薬・販売禁止農薬・その他）
	農薬取締法、農薬の販売の禁止を定める省令、東京大学化学物質管理規程
使用禁止農薬・販売禁止農薬の農作物の栽培への使用及び譲渡は原則禁止。適切に処分すること。特定毒物・毒物・劇物に該当する場合があるので注意。UTCIMSへの登録を行うこと。

	

高圧ガス等
	

毒性ガス・特殊高圧ガス
	高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、東京大学化学物質管理規程、東京大学高圧ガス管理規程、東京大学高圧ガス自主管理基準
キャビネット、ガス検知器等の設置の確認が必要。UTCIMSへの登録を行うこと。(柏キャンパスの場合は、低温液化室へ報告の上、柏キャンパス高圧ガスボンベ管理システムで管理すること。）

	



放射性物質等
	表示付認証機器
	
放射性同位元素等の規制に関する法律
引き継ぐ場合は部局担当者に相談すること。

	
	放射線発生装置
	

	
	放射性同位元素
（密封、非密封）
	

	
	放射化物
	

	
	核燃料物質・核原料物質
	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律引き継ぐ場合は部局担当者に相談すること。

	
	エックス線装置
	電離放射線障害予防規則で規制されるもの。引き継ぐ場合は部局担当者に相談すること。

	





（微）生物・動物等
	

遺伝子組換え生物等
	遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）、東京大学遺伝子組換え生物等の使用等実施規則
使用の際に、部局長の承認（必要に応じて大臣確認も）が必要。

	
	
病原体等・特定病原体等
	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（感染症法）、東京大学感染症発生予防規程、東京大学研究用微生物安全管理規則
所持（感染・内在している生物試料等も含む）の際に部局長への届出または承認、必要に応じて大臣の許可または届出が必要。

	
	
実験動物
	研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針、東京大学動物実験実施規則
飼養・保管及び実験の際に、部局長の承認が必要。

	
設備・特殊機器等
	レーザー
（4,3B,3R,2M,1M）
	レーザ製品の安全基準（JIS C 6802）

	
	労働安全衛生法届出設備等
	労働安全衛生法局所排気装置等



